
愛南町『学習端末持ち帰り活用のルール』（令和４年４月現在） 

 

１ 目的について 

学校から貸し出す学習用端末は、学習活動のために使うことを目的とする。 

学習活動に関わること以外に使用しないように注意する。 

 

２ 登下校中について 

・ 登下校中は、学習用端末を専用のバックから出さない。 

・ 学習用端末が入った専用バックを持ったまま走ったり、地面に置いたりしな 

い。 

・  学習用端末が入った専用バックをカバンの下に置いたり、カバンの底に入れ 

たりしない。 

・  徒歩通学者は、専用バックを手に持って歩く。 

・  自転車通学者は、前カゴに専用バックを置かない。リュックを背負う場合は 

専用バックをリュックの中に入れる。リュックを使用しない場合は、学生カバ 

ン等の１番上に専用バックごと入れて、後部荷台にひもで固定する。 

・  雨天時は、学習用端末が濡れないようにビニール袋等に入れてから専用バッ 

クに入れる。 

 

３ 使用する場面について 

・ 家庭以外の場所では使用しない。 

・  学習用端末の使用前と使用後には、せっけんで手を洗い、手指を消毒する。 

・  学習用端末をなくしたり、ぬすまれたり、落としてこわしたり、水にぬらし 

たりしないように十分に気を付ける。 

・  学習用端末に水をかけたり、湿気の多いところで使ったりしない。また、直 

射日光にさらしたり、ストーブ等、熱源の近く等に置いたりしない。 

・  指で触れる、または、専用のペンを使うようにする。鉛筆やボールペン等で 

触れたり、落書きしたりしない。また、磁石を近づけることは絶対にしない。 

 

４ 保管について 

家庭での保管については、家の人の目の届くところに置く。学習用端末や持 

ち帰りバック、充電ケーブル等は全て教育委員会からの貸与品であり、大切に 

利用すること。 

 

５ 健康のために 

・  学習用端末を使用するときは、正しい姿勢で、画面に近づきすぎないように 

気を付ける。 

・  30分に一度は遠くの景色を見る等、時々、目を休ませる。 

・  使用する時間は、家の人とよく話し合い、長時間使用せず、細めに休けいを 

取りながら使うようにする。 

・  寝る60分前には、学習用端末を使用しない。 



６ 安全な使用について 

・ インターネット使用には、町教育委員会で制限をかけているが、もしも、有 

害なサイトに入ってしまった時は、すぐに画面を閉じて、家の人に知らせる。 

・ 夜10時から朝６時までは、インターネットにつながらないよう設定されてい 

るので、家庭で使用する時間帯に気を付ける。 

 

７ 個人情報等について 

・  自分の学習用端末を他人に貸したり、使わせたりしない。 

・  自分や他人の個人情報（名前や住所、電話番号等）を、絶対にインターネッ 

ト上にアップしたり、個人のアカウントを公表したりしない。 

・  相手を傷つけたり、嫌な思いをさせたりすることを書き込む等、いじめにつ 

ながる行為は、絶対にしない。 

 

８ カメラで撮影することについて 

カメラで誰かを撮影する時は、勝手に撮らず、必ず撮影する相手の許可を得 

てから撮影する。 

 

９  データの保存について 

学習用端末で作ったデータやインターネットから取り込んだデータ（写真や 

動画等）は、学習活動で、教師が許可したものだけを保存する。 

 

10 設定の変更について 

デスクトップのアイコンの並び方や位置、背景の画像、色等のタブレットの 

設定は、勝手に変更しない。 

 

11 不具合や故障について 

家庭でこわれたり、なくしたりした時は学校に電話する（土日・祝日等を除 

く）。 

 

 故意や不適切な使用による故障、破損等については、保護者に修理代等を負担

していただく場合があるので、ご了承ください。 

また、お子様が、本ルールが守れるように、ご協力をお願いします。 

 

愛南町（篠山小中学校組合）教育委員会  

学校教育課    TEL 0895-72-1113  


